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提案理由 

多様な行政課題に対応する組織とするための機構改革に伴い、分掌事務を改めたいので、

この案を提出する。 



鯖江市条例第  号 

鯖江市部設置条例の一部を改正する条例 

鯖江市部設置条例（平成１６年鯖江市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

         

第１条中 

「 

政策経営部 

」 

を 

「 政策経営部 

市民生活部 」 

に、「産業環境部」を 

         

「産業観光部」に改める。 

第２条第１号中ウからカまでを次のように改める。 

ウ 情報政策に関すること。 

エ 財産に関すること。 

オ 建築および営繕に関すること。 

カ 市税に関すること。 

第２条第２号中オからキまでを削り、同条第５号を同条第６号とし、同条第４号中「産

業環境部」を「産業観光部」に改め、同号中オを削り、同号を同条第５号とし、同条中第

３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(３) 市民生活部 

ア 総合窓口および市民相談に関すること。 

イ 男女共同参画および市民活動に関すること。 

ウ 危機管理に関すること。 

エ 環境に関すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（鯖江市環境審議会設置条例の一部改正） 

２ 鯖江市環境審議会設置条例（平成９年鯖江市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

第８条を削り、第９条を第８条とする。 


